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はじめに

我が国においては、近年、生活環境の変化や様々なメディアの発達・普及などを背景と

して、国民の「読書離れ 「活字離れ」が指摘されている。」

読書することは 「考える力 「感じる力 「表す力」等を育てるとともに、豊かな情、 」、 」、

操をはぐくみ、すべての活動の基盤となる「価値・教養・感性等」を生涯を通じて涵養し

ていく上でも、極めて重要である。また、特に、変化の激しい現代社会の中、自らの責任

で主体的に判断を行い、自立して生きていくためには、必要な情報を収集し、取捨選択す

る能力を、だれもが身に付けていかなければならない。すなわち、これからの時代におい

て、読み・調べることの意義は、増すことはあっても決して減ることはない。

このように見たとき、本を読む習慣、本を通じて物事を調べる習慣を、子どもの時期か

ら確立していくことの重要性が、あらためて認識される。また、そのためには、学校教育

においても、家庭や地域と連携しながら、読書の習慣付けを図る効果的な指導を展開して

、 。いく必要があり とりわけ学校図書館がその機能を十全に発揮していくことが求められる

こうした中、文部科学省においては、平成１９年度から「子どもの『読む・調べる』習

慣の確立に向けた実践研究事業」を開始し、その一環として「子どもの読書サポーターズ

会議 （本会議）を設置して、子どもの読書活動の推進に向けた社会への発信や、学校図」

書館の活性化等の方策に関する検討を進めることとされた。

本会議は、平成１９年６月の設置以降、各地の学校図書館・公共図書館を会場にして会

議を開催するとともに、ホームページの開設や、広報ポスターやリーフレットの作成・配

布などを通じ、読書活動の意義や学校図書館の整備の必要性等について、積極的なアピー

ルを行ってきた。

また、これと併せて 「これからの学校図書館の活用の在り方等」について、学校図書、

、 、館に向けられる多様な要請を踏まえた検討を行い 平成２０年９月の審議経過報告を経て

このたび本報告をとりまとめた。

本会議におけるこれまでの議論の中では、学校図書館は、その本来の役割の大きさ・重

要さにもかかわらず、いまだ必ずしも十分な活用がなされておらず、また、活用したくて

も、十分に整備されていない学校図書館が多いことが、たびたび確認されてきた。

子どもの読書活動等の推進を図る上では、もとより、学校図書館の人的・物的体制の充

実を図ることが不可欠であり、その必要性について広く国民の理解を得ながら、さらなる

条件整備を進めていく必要がある。

、 、 、 、一方 国民の理解を得るためには 学校図書館の側からも 学校図書館に何ができるか

学校図書館が今後どのような機能を充実させ、それによって、教育活動の展開や子どもの
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「育ち」にどう貢献できるのかを、示していくことが必要となる。

本会議は、このような考えに立ち、学校図書館に今後求められる役割や、その機能の発

展の方向性等について、学校関係者等のみならず、広く国民に対しても明確なビジョンを

示すべく、具体的な検討を進めてきた。

この報告に示す今後発展・充実させるべき学校図書館の機能は、人的・物的体制等が確

保されることによって十全に発揮できるものであるが、同時に、その機能を発揮して、子

どもたちをはじめ国民への様々な還元を行うことにより、学校図書館の体制整備の意義・

重要性に対する一般の理解も、深まっていくことになると期待している。

この報告が、そのような好循環を生み出す端緒となり、学校関係者等における子どもた

ちの読書環境・学習環境の充実に向けたより一層の取組の一助となれば幸いである。

Ⅰ．学校図書館の位置付けと機能・役割

１．学校図書館の法的位置付け

○ 学校図書館法の規定 [第３条]により、学校図書館は、すべての学校（小・中・高

等学校、中等教育学校、特別支援学校）に置かなければならないものとされている。

○ 学校図書館の目的については 「図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要、

な資料((略))を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に

供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健

全な教養を育成すること」[第２条]とされ、学校は、次のような方法によって、学校

図書館を児童生徒及び教員の用に供するものとされている[第４条第１項]。

【法律に規定された学校図書館の供用方法例】

・ 図書館資料を収集し、児童生徒及び教員の利用に供すること。

・ 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

・ 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

・ 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し

指導を行うこと。

・ 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及

び協力すること。

○ 学習指導要領（総則）においても、指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項とし

て 「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童(生徒)の主体的、意欲、

的な学習活動や読書活動を充実すること」とされている。
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○ 更に、学校図書館法では、学校図書館の運営についての附帯事項として「学校図書館

は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることがで

きる」とされている[第４条第２項]。

２．学校図書館の機能・役割

（１）児童生徒の「読書センター」及び「学習・情報センター」としての機能

○ 上のような目的を持つ学校図書館の機能については、従来、児童生徒の「読書セン

ター」機能及び「学習・情報センター」機能という２つの柱を持つものと捉えられて

きた。この２つの機能の発揮を通じて、学校図書館は「学校教育の中核」たる役割を

果たすよう期待されている。

《 児童生徒の「読書センター」としての学校図書館 》

＊ 学校図書館は、児童生徒の創造力を培い、学習に対する興味・関心等を呼

び起こし、豊かな心をはぐくむ、自由な読書活動や読書指導の場である「読

書センター」としての機能を果たす。

～ 学校教育の一環として、すべての子どもに、本を選んで読む経験、読書に親

しむきっかけを与える。学校における読書指導に活用される。

～ 子どもたちが、自由に好きな本を選び、静かに読みふける場を提供する。様

々な本を紹介して、読書の楽しさを伝える。

《 児童生徒の「学習・情報センター」としての機能 》

、 、 、＊ 学校図書館は 児童生徒の自発的 主体的な学習活動を支援するとともに

情報の収集・選択・活用能力を育成して、教育課程の展開に寄与する「学習

・情報センター」としての機能を果たす。

～ 学校図書館で、図書やその他の資料を使って授業を行うなど、教科等の日常

的な指導において活用される。

～ 教室での授業で学んだことを確かめ、広げ、深める、資料を集めて、読み取

り、自分の考えをまとめて発表するなど、児童生徒の主体的な学習活動を支援

する。

～ 図書や新聞、インターネット等のデジタル情報など多様なメディアを提供し

て、資料の探し方・集め方・選び方や記録の取り方、比較検討、情報のまとめ

方等を学ばせる授業の展開に寄与する。更に、司書教諭によるこれらメディア

を活用した利用指導等の取組を通じ、情報活用能力を高めるための授業を自ら

企画・実施する。

～ 児童生徒が学習に使用する資料や、児童生徒による学習の成果物などを蓄積

し、活用できるようにする。

（２） 員のサポート機能）教員の授業改善や資質向上のための支援機能（教

○ 「学校図書館の計画的な利用とその機能の活用」は学習指導要領の総則中に規定

されており、各教科等を通じ、どの教員にも求められる。指導の改善・充実や自ら

の資質向上のため、それぞれの教員が、学校図書館の機能を有効に活用するスキル
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を身に付けていくことが大切である。

○ 一方、学校図書館法において、学校図書館は、教員のために図書館資料の収集・

整理・保存、供用を行う施設としても位置付けられている。

○ 教科等指導のための研究文献や教師向け指導資料、教材として使える図書などを

集めて教員が使えるようにしたり、こうした図書資料のレファレンスや他の図書館

から資料を取寄せる等のサービスを行ったりする教員のサポート機能も、学校図書

館が本来担うべき重要な役割の１つである。

○ しかしながら、少なくともこれまでの学校図書館については、このような機能が

十分に発揮されてきたとは言い難い実態がある。

（３）その他の機能

、 、 、 、○ 学校図書館については 上の(１) (２)のような本来の機能以外にも 学校の中

地域の中で多様な機能を発揮している。

ア 子どもたちの「居場所」の提供

○ 昼休みや放課後の学校図書館は、教室内の固定された人間関係から離れ、児童生

徒が自分だけの時間を過ごしたり、年齢の異なる様々な人々とのかかわりを持つこ

とができる場となる。児童生徒がこのような学校図書館を、校内における「心の居

場所」としているケースも多く見られる。

○ また、放課後の学校図書館は、放課後の子どもたちが安全・安心に過ごせる場と

もなっている。

イ 家庭・地域における読書活動の支援

○ 学校図書館を、学校の児童生徒や教員だけでなく、地域住民全体のための文化施

設として有効に活用できるようにすべきとする要請も多くなっている。

○ このような要請の下、例えば、

・ 家庭と連携して読書活動を進めるため、親子貸出しの実施など、保護者等の

学校図書館利用を可能とする取組や、

・ 学校図書館を地域住民全体の文化施設と位置付け 放課後や週末に 他校 他、 、 （

校種の学校）の児童生徒や地域の大人にも開放する取組

などを通じ、地域における読書活動の核として、学校図書館の施設等やその機能の

活用を図っている例もある。
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Ⅱ．学校図書館をめぐる近年の状況

１．子どもの読書活動の広まりと子どもの読書状況

（１）子どもの読書活動の広まり

ア 国等の動き

○ 国においては、平成１１年に、西暦２０００年（平成１２年）を「子ども読書年」

とする国会決議が行われており、更に 「子ども読書年」を契機とした機運の高まり、

を受け、平成１３年には「子どもの読書活動の推進に関する法律」が議員立法により

制定されている。このような背景の下、子どもの読書活動に対する社会的な関心は、

近年、ますます高まりを見せている。

○ 同法の制定を受け、政府においては 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な、

計画」が２次にわたり策定され 、その推進が図られている。*１

また、すべての都道府県では「子ども読書推進計画」が策定され、更に、市町村に

おいても「推進計画」を策定して活動推進を図っているところが増えてきている。

○ 更に、平成２０年６月には、西暦２０１０年（平成２２年）を、新たに「国民読書

年」とする国会決議が、衆議院及び参議院において行われており、これにより、子ど

もも含め、国民全体における読書への機運を更に高め、真に躍動的なものにしていく

、「 、 」 。ため 政官民が協力し 国をあげてあらゆる努力を重ねること が宣言されている

イ 学校における読書活動の状況

○ 読書活動への取組は学校の中にも浸透してきている。学校種による違いもあるが、

全校一斉読書や、読み聞かせ、ブックトークなどの取組は、多くの学校で行われるよ

うになった。また、従来からの一般的な取組として、読書感想文等への取組が、引き

続き行われている。

○ ただし、これまでの学校教育における読書指導については 「本を読むこと自体が、

楽しい」という読み方を教えることに失敗しているのではないかとの指摘もある 。*２

、 、例えば 読書感想文を書くこと自体は国語力を向上させる有効な方策の１つとなるが

日常的な読書指導をせずに、感想文を書くためにのみ読書をさせるようなことをすれ

ば、子どもたちは過度の負担を感じ、本の内容に入り込めず、読書を楽しむことがで

きない等とも言われる。

＊１ 平成１４年８月２日閣議決定（第１次）及び平成２０年３月１０日閣議決定（第２次 。）

＊２ 「これからの時代に求められる国語力について （平成１６年２月３日 文化審議会答申 。」 ）
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○ また、全国学校図書館協議会・毎日新聞社による調査によれば、全校一斉読書に対

する感想として「本を読めるので楽しい」と答えた児童生徒の割合は、小学校から中

学、高校へと進むにつれ、減少している。全校一斉読書の時間があることで「本を読

むことが好きになった」としている児童生徒の割合についても、同様の調査結果が出

ている 。*３

○ 多くの学校で行われている全校一斉読書等や読書感想文等の取組以外にも、一部の

学校では、例えば、読書マラソン や読書会・読書討論会、読書ゆうびん 、読書の* *４ ５

アニマシオン などの様々な取組が行われているが、こうした取組の広がりはなお限*６

定的である。

特に、読書の楽しさを伝える活動手法に関しては、中学、高等学校と学校段階が上

がるにつれ、広く普及・定着しているものは、必ずしも見出せない状況にある。

○ なお、学校における読書指導においては、読書生活を振り返らせ、読書の楽しさに

気付かせて、習慣付けを行うだけでなく、すでに読書の楽しさに気付き、読書に親し

んでいる児童生徒に対しても、更に様々なジャンルの図書を紹介し、その読書の幅を

広げていく指導を行うことが重要な要素として求められる。

しかし、現在、このような指導は、専門的な知識技能を持つ一部の教職員による取

組として行われているに過ぎず、学校において、広く、組織的に行われる状況にはな

っていない。

○ すなわち、現状において、多くの学校では、子どもが読書習慣を身に付け、その幅

を広げていくための活動が、多様に展開されるまでには至ってないのが実態である。

（２）子どもの読書の状況

○ 我が国の国民一般の傾向として 「読書離れ・活字離れ」の傾向が以前より指摘さ、

れているが、上記（１）のような活動への取組を背景として、子どもの読書量につ

いては、近年、増加傾向を示す指標も出てきている 。*７

＊３ 「第５４回学校読書調査 （２００８年６月 全国学校図書館協議会・毎日新聞社 。」 ）

＊４ 例えば「１年間に１万ページ 「卒業までに１００冊」といったように、読書量の目標を定め、目標達成に向け」、

た継続的な読書を奨励する取組。

＊５ 本を読んだ印象や感動をもとに、読書のすすめを「ゆうびんはがき」に文章と絵で表現する取組。

＊６ 子どもたちに読書の楽しさを伝え、子どもが生まれながらに持つ「読む力」を引き出すための効果的な読書指導

手法。

＊７ 文部科学省の調査では、児童生徒の読書時間について、平成１３年度以降、全体として増加傾向が見られるとと

もに、平日に読書を全くしないとする「不読者」の割合が全体的に減少している状況が示されている。

また、全国学校図書館協議会・毎日新聞社が毎年調査している「５月１ヶ月間の平均読書冊数」についても概ね

増加傾向が表れ 「不読者 （０冊回答者）の割合が減少している。、 」
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○ 一方、これらの調査においても、一定時間以上の読書をしている児童生徒は、小

学生よりも中学生で少なくなり 「不読者」の割合が中学生で多くなる状況が、同時、

に示されている。

中学生については、部活動や塾などもあり、読書する時間を確保することがより

難しくなることから、読書離れが進みやすいとの指摘が、従来からなされている。

○ ただし 「読書が好き」な児童生徒の割合は、小学生と中学生との間で必ずしも、

大きな違いは表れておらず、読書への関心自体は、中学生になっても、ある程度維

持されている状況も見出される。

これら調査等からは、読書好きの生徒は、なお、勉強やスポーツ、友人との交友

の合間に、小学生時ほどではなくとも一定の時間を確保し、本を読んでいる状況も

あることが推測できる。

２ 「読解力」の育成・言語力の涵養等に対する要請の高まり．

（１）総合的な学習の時間の実施と「生きる力」の理念の共有

○ 変化の激しいこれからの社会を担う子どもたちには、基礎的な知識・技能を習得

させるとともに、それらを活用して様々な課題に積極的に対応し、解決していける

力を身に付けていくことが重要となる。

○ このような観点から、現行学習指導要領（平成 ･ 年告示）においては、自ら10 11
課題を見付け 自ら学び 考え 主体的に判断し 問題解決する能力等を育て 生、 、 、 、 、「

きる力」をはぐくむことをねらいとした「総合的な学習の時間」が新たに設けられ

た。

※「総合的な学習の時間」のねらい

(1) 自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質

や能力を育てること

(2) 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探求活動に主体的、創造的に取り組む態

度を育て、自己の在り方を考えることができるようにすること

(3) 各教科、道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活にお

いて生かし、それらが総合的に働くようにすること

○ 総合的な学習の時間の創設により、各学校は、地域や学校、子どもたちの実態等

に応じて、横断的・総合的な学習や子どもたちの興味・関心等に基づく学習など創

意工夫を生かした教育活動を行うこととなり、学校図書館を授業の中で活用してい

くことに対する教員の関心も、これを契機として大きく高まった。

○ 平成２０・２１年に告示された新しい学習指導要領においても、引き続き 「生き、

る力」の理念の共有の上に、学校の教育課程全体を通して、基礎的な知識・技能と

ともに、それらを活用する能力等を育てていくこととされている。
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、 、 、このような中 すべての教科等の指導を通じ 学校図書館の計画的な利用を進め

児童生徒の主体的な学習活動を促進していくことが、ますます重要となっている。

（２）我が国生徒の「読解力」等に関する調査結果と学力向上に向けた要請

○ ２１世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ、社会のあらゆ

る領域での活動の基礎として、飛躍的に重要性を増す「知識基盤社会」の時代だと

。 （ ） 、 「 」言われる ＯＥＣＤ 経済協力開発機構 においては このような 知識基盤社会

の時代を担う子どもたちに必要な能力を「主要能力（キーコンピテンシー 」として）

定義付け、各国の生徒を対象に、その能力を国際的に比較する調査（生徒の学習到

達度調査（ＰＩＳＡ ）を行っている。）

○ ＰＩＳＡ調査では、持っている読解の知識や技能を、実生活の様々な場面で直面す

る課題においてどの程度活用できるかを評価する「読解力 」に関する調査も行われ＊８

ているが、とりわけ我が国の生徒の「読解力」については、２００３年の調査で低下

。 （ ）傾向が示されている もはや世界トップレベルとは言えない ＯＥＣＤ平均と同程度

とするその結果は、国民の間でも深刻に受け止められた 。＊９

○ 平成１９年度からは、文部科学省の全国学力・学習状況調査が、全国の小・中学生

を対象に実施されている。各学校においては、この調査結果等をもとに自校の課題の

分析を行い、それぞれの実態に応じた対策を立て、授業の改善・充実等につなげてい

くよう求められている。

（３） 学校教育における言語力の涵養・言語活動の充実の要請

○ ＰＩＳＡ調査の結果等に対する社会的関心が高まる中、平成１７年には「文字・活

」 、 、「 」字文化振興法 が制定され 国・地方公共団体は 学校教育における言語力の涵養

のための施策を講ずべきことが明記された 。＊１０

○ 新しい教育基本法の理念を受けて、平成１９年６月に改正された学校教育法の第２

１条においても、義務教育として行われる普通教育の目標の１つとして「読書に親し

、 、 （ ）」ませ 生活に必要な国語を正しく理解し 使用する基礎的な能力を養うこと 第５号

が新たに規定された。

＊８ ＰＩＳＡにおける「読解力」は 「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加、

するために、書かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」と定義されており、我が国の国語教育等で従来

用いられていた「読解」ないし「読解力」という語の意味する所とは大きく異なる。

＊９ 我が国の生徒の読解力については、続く２００６年のＰＩＳＡ調査の結果においても、前回調査（２００３年）

から、得点に変化はなかった。

＊１０ 文字・活字文化振興法においては 「読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力」を、

「言語力」と呼んでいる。
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○ 更に、平成２０・２１年に告示された新学習指導要領においては、子どもたちの

学力の現状として、知識・技能の活用など思考力・判断力・表現力等に課題がある

との認識に立ち、これらの力の基盤となる言語の能力の育成を図るため、各教科等

、 、 、 、 、 （ ）の学習を通じ 記録 説明 批評 論述 討論などの言語を使った活動 言語活動

を充実することとされた。国語をはじめとした言語の能力は、同時に、コミュニケ

ーションや感性・情緒の基盤ともなるものであり、新学習指導要領では、子どもた

ちに他者や社会とかかわる上で必要な力を身に付けさせる観点からも、言語活動の
＊１１充実を主な改善事項の１つに位置付けたものである。

３．学校図書館に対する多様な要請

（１）学校の中の学校図書館（ 心の居場所」として）「

○ 子どもたちが生き生きとした学校生活を送れるようにするため、また、子どもの

ストレスの高まりや、生徒指導上の諸問題への対応の観点からも、学校内に「心の

居場所」となる場を整備していくことが、より強く求められるようになっている。

○ このような中、自由な読書活動の場である学校図書館についても、そうした「心

の居場所」としての機能を更に充実させていくことが、大きく期待されるようにな

っている。

（２）地域の中の学校図書館

ア 放課後の子どもたちの安全・安心な居場所として

○ 地域社会の中においても、児童生徒が放課後に安全・安心に過ごせる「居場所づ

くり」が重要な課題となっている。

○ このような状況の中、学校図書館についても、自校の児童生徒はもちろん、地域

の子どもにも開放し、子どもの放課後活動（読書活動）の拠点等として活用すべき

との要請も寄せられるようになっている。

、 、「 、 （ ） 、＊１１ 新学習指導要領では 総則における配慮事項として 各教科等の指導に当たっては 児童 生徒 の思考力

、 、 、判断力 表現力等をはぐくむ観点から 基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに

言語に対する関心や理解を深め、言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え、児童（生徒）の言語

活動を充実すること」が規定された。
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○ 一方、過疎地域におけるスクールバス通学の児童生徒の場合、放課後にバスが

出発するまでの時間は、校内のどこかで過ごす必要があり、このような児童のため

にも、学校図書館を開館して居場所を提供することが重要となる。過疎地域におけ

る学校の統廃合が今後更に進んでいった場合、このようなニーズがますます大きく

なることも予想される。

イ 地域における読書活動の拠点として

○ 生涯学習に対する国民の関心の高まりを受け、地域住民が自由に学校図書館を訪

れ、図書資料の利用・貸出しができるようにしてほしいとする要請は、今後ますま

す多くなっていくものと予想される。

○ こうした要請を受け、すでに地域によっては、上記Ⅰの２(３)イで見たように、

独自のノウハウにより、学校図書館を地域の資源として有効に活用している事例も

見られる。更に最近では （一部の核となる）学校図書館を地域住民全体のための、

施設としてより明確に位置付け 「地域開放型」の図書館として、その機能に応じ、

た蔵書や設備の整備を推進するといった方向性も、検討されるようになってきてい

る。

Ⅲ．これからの学校図書館に求められる課題

１．子どもの読書活動のより一層の推進に向けた対応

○ 上記Ⅱ１のような状況を踏まえれば、学校教育における読書活動を今後更に推進

する上では、例えば次のような観点から、系統的・計画的な読書指導の充実を図る

とともに、多様な取組をより一層普及・定着させていくことが求められる。

＊ 家庭や地域との連携等により、読書の習慣付けを図る取組を活性化させる

こと。

＊ 特に、中・高等学校において読書の楽しさを伝える効果的な指導・活動の

手法（自ら図書館に足を運ぶ生徒だけでなく、すべての生徒に向けたアプロ

ーチ）を開発すること。

＊ 読書の楽しさを知る児童生徒にも、更に読書の幅を広げる指導を充実す

ること。
など

○ これらの課題に対しては、学校図書館やそのスタッフを有効に活用しながら、学

校全体として組織的に取り組むことにより、的確に対応していく必要がある。

２．教科等の学習における活用促進に向けた対応

○ 上記Ⅱ２のような状況を踏まえ、教科等の学習における学校図書館の活用促進に
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向けて、次のような取組を進めていくことが求められる。

（１）授業における学校図書館の活用の拡大

○ 「読解力」の向上・言語力の育成に向けた要請にこたえるため、また、言語活動

の充実を図ることとした新しい学習指導要領の趣旨を踏まえ、その適切な実施を進

めるため、授業における学校図書館の活用を拡大していくことが重要となる。

○ 学習指導要領の今般の改訂の方針をとりまとめた平成２０年１月の中央教育審議

会答申（ 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の「

改善について ）では、主な改善事項の１つとして言語活動の充実を打ち出すと同時」

に、各教科等における言語活動を支える条件として、読書活動の推進や学校図書館

の活用等が重要であることを指摘している 。＊１２

○ 授業における学校図書館の活用については、教科等によってもその活用の度合い

に大きな差があるが 「言語活動の充実」は、各教科等の指導全体を通じて推進して、

いくものであり、従来から活用が進んでいる教科等だけでなく、様々な教科等にお

いても計画的な活用を促進していくことが必要である。

○ 例えば、各教科等において、本や資料などを使って調べる学習活動を行う場合に

も、課題に応じてどのような本や資料を選び、それらの中から必要な情報をどのよ

うに見つけるのかといった選書・検索の能力や、見つけた情報を分類・整理し、自

分の考えを明確にしていくために引用したり要約したりする能力などが必要となる

（ 、 。）。これらの能力は 各教科等における固有のねらいとも密接にかかわるものである

各学校では、自ら学び、課題を解決していく力の育成につながるこれらの学習活動

を、学校図書館を活用して、意図的・計画的に展開するよう求められるところであ

り、そのためにも教員一人一人の意識と指導力の向上を図ることが重要である。

（２）教員サポート機能の発揮

○ 言語活動等以外の活動も含め、各教科等の授業を改善し、充実させる上で、学校

図書館が教員サポート機能を発揮していくことは、特に大切である。

、 、 、「 」＊１２ この答申を受けた新しい学習指導要領では 例えば 国語科において 目的に応じた読書に関する指導事項

や「自分の考えの形成及び交流に関する指導事項」を位置付け、目的に応じて本を読んだり、文章を読んで考え

たことを発表し合ったりすることを重視することとされた。

また、学校図書館については、引き続き「総則」において 「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を、

図」ることを規定するとともに、例えば、小学校の「国語」において 「学校図書館の利用に際しては，本の題、

名や種類などに注目したり，索引を利用して検索をしたりするなどにより，必要な本や資料を選ぶことができる

ように指導すること」とするなど、学校図書館の位置付けの一層の明確化を図った。
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○ 学校図書館法による明確な位置付けにもかかわらず、教員のサポート機能につい

ては、これまで長年にわたり発揮されてこなかった実態があるが、その背景として

は、以下のような事情もあったことも考えられる。

＊ 学校図書館の蔵書整備においては、児童生徒用の読み物（とりわけ文学

作品等）の購入が最優先され、教師用の指導資料や、授業研究のための文

献資料等までは、整備が行き届かない現実があること。

＊ 学校図書館法附則の規定により、本来置かれるべき司書教諭の配置が長

年にわたり猶予された経緯があり、学校図書館を活用した教科等の指導内

容・方法等について、他の教師に指導・助言できるような人材を、校内に

得られなかったこと。

＊ 教員の間で、児童生徒の自主性・主体性を尊重した指導の重要性に対す

る認識が十分に浸透せず、そのため、それぞれの教師自身も、学校図書館

活用への意欲・動機付けに乏しいといった状況が、長くあったこと。

○ しかしながら、近年においては、①学校図書館図書標準の達成を目指した計画的な

地方財政措置や、②１２学級以上の全学校への司書教諭配置義務付けと未配置校にお

ける発令の促進、③「生きる力」をはぐくむ教育についての理念の共有など、上記の

ような背景事情にも変化が生じており、各学校・教育委員会等の努力により、学校図

書館の教員サポート機能を格段に向上させることが可能な状況となってきている。

○ 教育指導の専門職たる教員にとって、もとより情報資料等のサポート環境は不可欠

であり、学校図書館においても、学校図書館法の規定に基づき、そのための相応の役

割を果たしていくことが、当然に求められる。

○ また、とりわけ最近では、個々の教員の創意工夫による教育活動の充実がますます

重要となる一方、それぞれの教員について見れば、その業務は一般に多忙となってお

り、子どもたちへの指導の準備に要する時間も含め、子どもと向き合う時間の確保に

困難を抱えている実情がある。こうした中にあって、教員に最も身近な情報資料拠点

である学校図書館を、教材研究や授業準備等の支援に有効に活用していけるようにす

ることは、もはや猶予を許されない課題であると考える。

○ 以上を踏まえ、学校図書館が本来有すべき教員サポート機能を発揮するよう、あら

ためて、必要な取組を促進していく必要がある。

３．多様な要請への対応

○ 上記Ⅱ３で見たように、学校図書館については、子どもの居場所づくりや地域住民

への開放など、学校・地域の中で、当初の施設目的の範囲に止まらない新たなニーズ
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が寄せられるようになっている。

○ 学校図書館が、図書館資料を児童生徒や教員に利用させるという本来機能の向上に

基本を置くことは当然であるが、更に、これらのニーズにこたえていくことで、子ど

もたちの学校生活の充実や、地域における読書活動等の活性化に貢献していくことも

重要である。

○ 特に、学校図書館の地域開放については、その実施に当たり、学校教育のための利

用を妨げないよう、施設・設備面、運営面で十分な配慮等が必要となるが、適切な運

営が図られれば、読書を通じた異年齢の子ども同士の交流や、地域の大人との交流を

促進できるなど、子どもの読書活動を充実させる上での効果も大いに期待できる。

更に 「地域開放型」の図書館と位置付けられることで、蔵書や人員等の整備が進、

めば、学校側にとっても、日常の指導においてこれを活用できるなど、大きなメリッ

トがある。

○ 以上を踏まえ、学校図書館に対するこれらの要請に対しては、各学校・地域の実情

に応じつつ積極的に対応していくことが、期待される。

Ⅳ．学校図書館の活用高度化に向けた視点と推進方策

１．視点と取組

○ 以上のように、学校図書館に対しては、最近の情勢を受けた様々な教育的・社会

的要請が寄せられている。こうした要請にこたえるためには、学校図書館のより一

層の機能の向上を図り、その活用を高度化していくことが必要となる。

○ 本会議においては、これらの新しい要請を踏まえ、学校図書館の機能とその活用

に関し、今後求められる方向性を、次の６つの視点からとらえることとした。

視点①； 学校図書館が中心となり、学校における読書活動を多様に展開する。

、 。視点②； 家庭や地域における読書活動推進の核として 学校図書館を活用する

視点③； 「学び方を学ぶ場」としての学校図書館の整備を進める。

視点④； 学校図書館の教員サポート機能を充実させる。

視点⑤； いつでも開いている図書館 必ずだれかいる図書館 を実現し 心「 、 」 、「

の居場所」となる学校図書館づくりを進める。

視点⑥； 放課後の学校図書館を地域の子どもたち等に開放する。
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○ これらの視点に立ち、活用の高度化を進める上で、考えられる取組の例について、

以下のとおり提言したい。

（１ 「読書センター」機能の更なる発展）

視点① 学校図書館が中心となり、学校における読書活動を多様に展開する。

〔考えられる取組の例〕

● 異校種間・異学年間の連携等による取組を推進する（校種横断による継続

的な読書指導計画の策定、上級生による読み聞かせの実施など 。）

● 読書活動を推進している地域の団体等の協力を得て、特色ある取組を展開

する。

● 中学生・高校生向けの効果的な読書指導の方法・活動プログラム等を開発

する。

● 読書の面白さを知った児童生徒に対し、更に、読書の幅を広げる指導を行

うための取組を充実させる。

● 多様な取組事例に関する広報・情報提供を進める。 など

視点② 家庭や地域における読書活動推進の核として、学校図書館を活用する。

〔考えられる取組の例〕

● 「読書だより」の発行、学校図書館ホームページの開設等を通じ、家庭向

け・地域向けの発信を行う。

● 例えば「子ども読書の日（４月２３日 」等に合わせ、家庭・地域向けの）

キャンペーンやイベント等を実施する。

● 親子貸出しの実施、親子参加による読書交流会の開催などを通じ、家庭内

における読書文化の醸成を支援する。

● 放課後開放された小学校の学校図書館で、地域の中学生や高校生が読み聞

かせを行うなど、読書を通じた交流活動を展開する。

● 「地域開放型」学校図書館の運営に関するノウハウの蓄積と普及を図る。

● 公共図書館とのネットワーク化を図り、一体的なサービスの提供を促進す

る。

● 学校図書館が窓口となって、地域の団体等との連携を推進する。

など
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（２ 「学習・情報センター」機能の更なる発展）

視点③ 「学び方を学ぶ場」としての学校図書館の整備を進める。

〔考えられる取組の例〕

● 本などを使って調べる学習等の取組をはじめ、各教科等における言語活動

、 。を学校図書館の活用により効果的に行う方法等について 調査研究を進める

● 司書教諭等による特別活動等における図書館利用指導の手法を更に発展さ

せ、児童生徒の情報活用能力を育てる効果的な指導方法を開発して、その普

及を図る。

● 情報教育と連携した学校図書館活動の効果的な取組等を開発・普及する。

● 図書以外にも新聞、雑誌、 、情報ファイル等を整備する。DVD
● 蔵書の構成の偏りを見直す。各種事典、図鑑、データブック、年鑑等の参

考図書や郷土資料等を整備する。

● 本を読むための閲覧スペースのほかに、学校図書館の図書等を使って学習

を行うためのスペース（ 調べる学習コーナー」など）を整備する。「

など

視点④ 学校図書館の教員サポート機能を充実させる。

〔考えられる取組の例〕

● 教員向けのレファレンスや、授業で使う教材・資料の取寄せサービス等を

実施する。

● 地域の公共図書館や他校の学校図書館に加え、教育センターとの資源共有

・物流のシステムを構築する。

● 文部科学省、教育委員会、他の学校や各種教育研究団体等から配布される

各種指導資料等の中から、重要なものを選択し、整理・保存して教員が利

用できるようにする。

● 教員が作成した指導案、児童生徒が主体的に調べて作成した学習の成果物

等の資料を蓄積し、活用できるようにする。

● 教員用の研究スペース・設備を設ける。

● 各教員が学校図書館を活用した授業や教材研究等を行う際には、司書教諭

等が必要な助言を与えることのできる体制を整備する。

● 学校図書館を活用した授業や読書活動等に関する校内研修等を主催する。

など
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（３）学校図書館を活用した子どもの居場所づくり

視点⑤ 「いつでも開いている図書館、必ずだれかいる図書館」を実現し 「心、

の居場所」となる学校図書館づくりを進める。

〔考えられる取組の例〕

● 司書教諭、学校司書又はボランティアなど、大人が昼休みや放課後に常駐

する体制を確立する。

● 児童生徒による図書委員会の活動を組織化し、司書教諭等による人的体制

の補充として、学校図書館運営へ主体的に参画させる。

● 自由な読書のため、静かに読みふけるためのゆったりとした閲覧スペース

を設けたり、談話室を別に設けたりする。

など

視点⑥ 放課後の学校図書館を地域の子どもたち等に開放する。

〔考えられる取組の例〕

● 放課後児童クラブが併設された小学校等において、地域の子ども向けの図

書館開放を進める。

● 過疎地域等におけるスクールバス通学児童生徒のために、学校図書館が放

課後の活動の場を提供する。

● 地域開放型 学校図書館の運営に関するノウハウの蓄積と普及を図る 再「 」 〔

掲 。〕 など

２．高度化推進に向けての留意点等

（１）学校における組織的な推進体制の整備

○ 学校図書館の活性化を図る上で、また、上記１に掲げるような活用高度化に向け

た取組が効果を上げるためにも、学校全体としてのマネジメントが重要となる。

○ 学校図書館の運営や読書活動の展開に関し、校長のリーダーシップの下、学校全

体で組織的に取り組む体制を整備することが求められる。

〔留意点〕

＊ 学校図書館の重要性について共通理解を深め、司書教諭を中心に、す

べての教員や学校司書等が、適切な役割分担の下、協力して、学校図書

館を充実させる。

＊ 学校の教育目標や経営方針を実現するに当たって、学校図書館をどの
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ように位置付けるかを明確にする。そのために、学校図書館自体の活動

目標や経営計画を設定する。

＊ 蔵書整備に当たっては、司書教諭等が単独で蔵書の選定を行うのでな

く、他の教員や児童生徒等の要望も反映されるようにする（例えば 「図、

書選定委員会」を組織して選定する 「図書選定基準」を定めるなど 。、 ）

（２）教育委員会による条件整備・支援

ア 現状と課題

○ 各学校における学校図書館活動を推進する上で、また、上記１に掲げるような取

組を進めていく上でも、教育委員会による条件整備やソフト面での支援は不可欠で

ある。

とりわけ、学校図書館は、子どもの様々な興味・関心、教員の幅広いニーズ等に

こたえながら、適切な指導やサービスを行っていかなければならず、その業務には

相当の専門性が求められる。条件整備・支援に当たっては、こうした多様かつ専門

。的・技術的な要求にも十分対応できるだけの体制を確立していくことが重要となる

○ 一方、学校図書館の条件整備についての現状を見れば、例えば、小・中学校等に

おける図書整備の目標である「学校図書館図書標準」を達成した学校数は、平成１８

年度末現在、４割程度に止まっている 。＊１３

○ また、人的体制についても、学校図書館法に基づく司書教諭の配置に関しては、

１２学級以上の学校ではほぼ全校で配置されているものの、配置の義務付けが猶予

されている１１学級以下の学校での配置率はいまだ２割程度となっている 。＊１４

１２学級以上の学校でも、司書教諭が、図書館業務以外にも様々な業務を抱える

中で十分な機能を発揮できず、その職の存在自体が形骸化している学校も少なくな

いと言われる。

＊１３ 平成１８年度末現在、学校図書館図書標準を達成している学校（公立）の割合は、小学校で４２ ０％、中.

学校で３６ ８％（ 平成１９年度 学校図書館の現状に関する調査」文部科学省 。. 「 ）

＊１４ 平成１９年５月現在、１２学級以上の学校（公立）における司書教諭の発令割合は、小学校で９９ ３％、.

中学校で９８ ９％、高等学校で９７ ０％であるのに対し、１１学級以下の学校における発令割合は、小学校で. .

１７ ４％、中学校で２１ ４％、高等学校で１６ ０％となっている（ 平成１９年度 学校図書館の現状に関す. . . 「

る調査」文部科学省 。）



- 18 -

○ 更に、学校図書館の業務の専門性を考え合わせると、専門的な知識・技能を有す

る担当職員である、いわゆる「学校司書」の役割が重要となる。学校図書館担当職

員については、現在、その職務内容の実態等は様々となっているが 「学校司書」と、

して、図書の貸出、返却、目録の作成等の実務のほか、資料の選択・収集や、図書

の紹介、レファレンスへの対応、図書館利用のガイダンスなど、専門性を求められ

る業務において大きな役割を担っている例が少なくない。

しかしながら、とりわけ小・中学校においては、何らかの形の学校図書館担当職

員を置いている小・中学校は、全体の４割未満に止まっており、その勤務形態も非

常勤が中心であって、専門的な人材を確保できていない学校がいまだ多くを占めて

いる。また、高等学校については、従来より、常勤の学校図書館担当職員を置くこ

とが一般的となっているが、学校の教育活動全体に寄与するような役割を十分果た

し得ていないとの指摘もあるほか、近年では、その配置率も低下傾向にある 。＊１５

イ 求められる条件整備・支援

○ 学校図書館の人的・物的体制の整備は、上のような現状を踏まえつつ、設置者た

る教育委員会において責任を持って進める必要がある。各教育委員会においては、

その設置する学校の学校図書館について、次のような措置を積極的に講ずることが

望まれる。

〔人的体制〕

＊ 各学校に専門的な人材による体制を確立する。

～（有資格者の配置を受けた）司書教諭の発令の促進

～「学校司書」の配置、担当職員の常勤化、非常勤職員の配置時間の充実

～ 司書教諭や「学校司書」の業務を支える体制の整備 など

＊ 指導主事など、教育委員会における学校図書館担当職員の体制などを強化

する。

〔物的体制〕

＊ 学校図書館図書標準の達成を目指した図書整備を進め、多様な図書資料

を充実させる。

＊ 情報化の推進など、学校図書館の施設整備を充実させる。

＊１５ 学校図書館担当職員（教諭やボランティアを除く ）を配置している学校（公立）の割合は、平成１９年５月。

現在、小学校で３５ ６％、中学校で３５ ４％となっており、配置されている職員の勤務形態については、小学校. .
で８０ ８％、中学校で７７ ５％が非常勤となっている。高等学校（公立）については、平成１７年５月時点で７. .

. . .６ １％の学校に学校図書館担当職員が置かれていたが、平成１８年５月には７４ ６％、平成１９年５月には７３

。 、 、 、４％と低下してきている なお 高等学校の学校図書館担当職員のうち非常勤職員の割合は 平成１９年５月現在

１０ ４％となっている（ 平成１９年度 学校図書館の現状に関する調査」文部科学省 。. 「 ）
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○ さらに、都道府県・市町村の教育委員会において 「学校図書館支援センター」、

等に関するモデル事業の成果等も踏まえつつ、それぞれの地域の実情に応じ、例え

ば次のような側面から、学校図書館への支援を積極的に行う必要がある。

＊ 地域における図書資料の資源共有を促進する。
～ 共通の検索システムの整備、公立図書館による団体貸出し・学校間の相互貸

借の実施、物流システムの構築とその機能強化など

＊ 教育センターと学校図書館との連携体制を構築する。
～ 教育センターにおける担当部門の開設、地域の図書館ネットワークの中への

教育センターの取込みなど

＊ 研修機会を充実させ、学校図書館のスタッフ職員（司書教諭、担当教諭、

「学校司書」など）の資質向上や、校長等管理職の理解増進を図る。

～ スタッフ職員のための研修会の開催、他校のスタッフ職員との交流の場の提

供など

～ 学校図書館、読書活動等に関する研修の管理職研修への組入れなど

＊ 読書ボランティア等の養成・訓練を行う。
～ ボランティア団体への支援、研修会の開催など

○ なお、教育委員会が学校図書館への支援を進めるに当たり、公立図書館の資源・

機能をいかに活用していくかは重要な鍵となる。公立図書館にあっては、その蔵書

の貸出しだけでなく、物流の提供や研修への協力等を通じ、地域の学校に対する支

援を率先的に行うことが期待される。

（３）国による調査研究とその成果等の普及

○ 国においては、これまでも、学校図書館の条件整備について、情報化や図書資料

の共有化等の観点から、実践的な調査研究を実施してきている。

特に、平成１８～２０年度にかけては、地域における資源共有の推進等の中核と

なる「学校図書館支援センター」の運営に関するモデル事業が実施されており、今

後は、各モデル地域の実践について適切な評価を行った上で 「支援センター」の、

設置運営に関するノウハウを整理し、全国の教育委員会に向けて、その成果の発信

を行っていくことが必要である。

○ さらに、学校図書館への新たな要請にこたえる先導的な取組については、本報告

が示す方向性を踏まえ、新たな調査研究を進めるとともに、そこで得られた成果等

を元に各学校・教育委員会等に向けた情報提供を行い、学校図書館機能の高度化に

向けた取組を促進していくことが求められる。
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おわりに

本会議は、平成１９年６月の設置以降、１３回の会議を開催し、子どもの読書活動や学

校図書館の活動に関する広報啓発を行うとともに、学校図書館の今後の発展の方向性を探

るための検討を進めてきた。

審議を通じ、学校図書館の機能の向上に向け当面目指すべき方向や、そのために取り組

むべき方策等については、ある程度明らかになったが、各学校・教育委員会における具体

、 。的な取組のノウハウ等については 今後さらに実践的な調査研究を進めていく必要がある

また、子どもの読書習慣の確立を目指すならば、子どもたちが多くの時間を過ごす家庭

や地域との連携は不可欠であり、家庭や地域の教育を担う方々に対するアピールも、積極

的に行っていかなければならない。特に、現代の子どもたちは、学校外で、テレビやゲー

ム、インターネットなどの多様なメディアに接しており、こうした中で、進んで本に手を

伸ばす子どもを育てるには、地域ぐるみで子どもの読書環境を整備するとともに、家庭が

果たす役割にも多くを期待しなければならない。

これらを踏まえ、文部科学省においては、新たなモデル事業の実施等を通じ、学校図書

館の活用に関する先進的な取組の推進とその成果の普及を図るとともに、引き続き、子ど

もの読書活動の推進について、様々な媒体を通じた広報・啓発に努めていくよう要請した

い。

来るべき「国民読書年 （２０１０年）に向け、各関係者の協力により、読書に対する」

国民全体の機運がより一層高められるとともに、学校等においても、今後、この報告が大

いに活用され、学校図書館の活性化が図られることを、切に願いたい。
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（別紙１）

学校図書館の運営・活用に当たっての
司書教諭とその他教諭等の役割例

学校図書館は、司書教諭等の専門スタッフが中心となり、～

～各教職員の適切な役割分担により運営され、すべての教員がこれを活用して指導を行う
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（ ）学校図書館の専門スタッフとボランティアの役割分担例 [ 改 訂 ] 別紙２

～ 学校図書館は、管理職によるマネジメントの下、司書教諭、学校司書等の専門スタッフが中心となり、
（場合により、ボランティアの協力も得ながら ） 各教職員の適切な役割分担により運営され、すべての教員がこれを活用して指導を行う。～、

司 書 教 諭 学 校 司 書 ボランティア
～ 専門的な知識・経験を有する学校図書館担当事務職員 ～

図書館ボランティア 読 書 ボ ラ テ ィ ア・学校図書館の運営に関する総括
・学校図書館を活用した教育活動の企画・指導の実施、 ・学校図書館の運営に係る専門的・技術的業務、実務 図書館業務(実務) 学校における

教育課程の編成・展開に関する他教員への助言等 ・学校図書館を活用した教育活動への協力・参画 の補助 読書活動への協力
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※ 計画の立案・とりまとめや、点検・評価、図書資料の選定等については、学校図書館の専門スタッフが中心となり、学校全体の協力を得て(各教職員の意見等を踏まえて)実施。
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図書資料のレファレンス・サービス

図書資料の分類

図書館利用指導
・ガイダンス

情報活用力に関する
児童生徒への指導

読書活動への協力
読み聞かせ、ブック

トーク、ストーリー

テリング等の実演

学校図書館の活用を活用した
指導に関する教員への助言・研修

読書指導に関する教員への助言・研修

※読書指導計画の立案

児童生徒図書委員会等の指導

広報・渉外活動

読書相談

図書(読み物)の紹介・案内

実 務 的
専門的
・技術的

日常業務

読書活動

調べ学習等

教員向け情報提供・教材等準備への協力

管理運営業務

庶務・会計

読書活動の企画・実施

※図書館活動の点検・評価

図書館年間利用計画の
※とりまとめ 施設設備・備品

の維持管理

図書資料の受入、装備、保存整理・修繕

図書資料の目録・索引の作成

図書資料等の展示

掲示・飾付け

館内閲覧・館外
貸出の窓口業務



                              

「子どもの読書サポーターズ会議」について 

 

平成２０年４月８日 

初等中等教育局長決定 

１ 趣 旨 

    近年、生活環境の変化、読書習慣の未形成、様々なメディアの発達・普及な

どを背景とした、子どもの「読書離れ」「活字離れ」が指摘されている。子ど

もが本を読む習慣や、本を通じて物事を調べる習慣を培うに当たっては、学校

が家庭・地域と連携して取り組むことが必要である。また、そのような取り組

みを全国へ普及していくことが重要である。 

  こうしたことに鑑み、「子どもの読書サポーターズ会議」を開催し、子ども

の「読む・調べる」習慣の確立についての調査研究を行う。 

 

２ 調査研究事項 

（１）学校が家庭・地域と連携して、子どもの「読む・調べる」習慣に取り組む

ための方策について 

（２）学校図書館を充実させるための方策について 

（３）その他 

 

３ 実施方法 

（１）調査研究の実施に当たっては、別紙の学識経験者等の協力を得るものとす

る。 

（２）必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴く

ことができるものとする。 

 

４ 実施時間 

  平成２０年４月８日から平成２１年３月３１日までとする。 

 

５ その他 

  この調査研究に関する庶務は、初等中等教育局児童生徒課において処理する。 



【 子 ど も の 読 書 サ ポ ー タ ー ズ 会 議 】  

きむらゆういち氏（児童文学作家） 

中江 有里 氏 （女優、脚本家） 

    浜尾 朱美 氏 （キャスター、エッセイスト） 

田辺 陽子 氏 （日本大学准教授、アトランタ・バルセロナオリンピック柔道銀メダリスト） 

市川久美子 氏 （(財)出版文化産業振興財団（JPIC）読書アドバイザー） 

秋田喜代美 氏 （東京大学大学院教育学研究科教授） 

片山 善博 氏 （慶應義塾大学教授（法学部政治学科）、前鳥取県知事） 

   小林 路子 氏 （元市川市教育センター指導主事） 

織茂 篤史 氏 （神奈川県横浜市立青葉台中学校校長） 

    小林  実  氏 （山梨県甲斐市立双葉西小学校校長） 

庄司 一幸 氏 （福島県立あさか開成高等学校教諭、読書コミュニティネットワーク代表） 

小川三和子 氏 （東京都新宿区立津久戸小学校司書教諭） 

齋藤 明彦 氏 （鳥取県自治研修所長、元鳥取県立図書館長） 

小峰 紀雄 氏 （小峰書店社長・読書推進運動協議会理事・日本書籍出版協会理事長） 

森田 盛行 氏 （(社)全国学校図書館協議会理事長）（平成２０年６月～）  

 木村 滋洸 氏 （(社)日本ＰＴＡ全国協議会専務理事） 

笠木 幸彦 氏 （(社)全国学校図書館協議会前理事長）（～平成２０年６月） 

 松田 哲夫 氏 （筑摩書房専務取締役、ちくまプリマー新書編集長）（～平成２０年３月） 
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